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め
・
あ
か

江
戸
時
代
の
与
力
、
同
心
。
横
目
。
目
付
・
徒
目
付
・
目
明
し
な
ど
の
名
称
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
た
警
察
職
制
は
廃
止
さ
れ
、

そ
つ
ほ
ぽ
う
り

卒
、
捕
亡
吏
等
の
制
度
を
経
て
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
十
月
警
部
・
巡
査
の
制
に
統
一
さ
れ
た
。

同
年
十
二
月
内
務
省
は
各
府
県
に
対
し
て
、
警
察
出
張
所
（
後
に
警
察
署
と
改
称
）
と
巡
査
屯
所
等
の
設
置
基
準
を
示
し
た
。

高
知
県
も
こ
れ
に
基
づ
き
、
明
治
九
年
に
次
の
第
一
警
察
出
張
所
か
ら
第
五
警
察
出
張
所
を
設
置
し
た
。

名
称
設
置
場
所
明
治
十
年
改
称

第
一
警
察
出
張
所
高
知
市
西
弘
小
路
高
知
警
察
署

第
二
警
察
出
張
所
安
芸
郡
田
野
村
田
野
警
察
署

第
三
警
察
出
張
所
香
美
郡
赤
岡
村
赤
岡
警
察
署

第
四
警
察
出
張
所
高
岡
郡
須
崎
村
須
崎
警
察
署

第
五
警
察
出
張
所
幡
多
郡
中
村
村
中
村
警
察
署

力

課
」
を
設
置
し
た
。

業
務
を
推
進
し
た
。

明
治
四
年
廃
藩
置
県
の
実
施
に
よ
り
、
高
知
県
も
「
県
治
条
例
」

」
を
設
置
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
県
警
察
本
部
の
前
身
で
あ
る
。

一
警
察
制
度

日
本
山
警
察
署
の
沿
革

ち
よ
う
し
ょ
う

を
制
定
し
た
。
そ
の
条
例
の
中
の
「
県
治
職
制
」
の
項
に
「
聴
訟

各
県
は
聴
訟
課
の
執
行
機
関
と
し
て
、
警
察
出
張
所
を
設
け
て
警
察羅ら
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当
時
の
大
豊
町
の
行
政
区
画
は
、
高
知
県
第
五
大
区
で
あ
っ
た
の
で
、
第
一
警
察
出
張
所
の
管
内
に
置
か
れ
た
。

明
治
十
年
一
月
二
十
六
日
付
け
で
従
来
の
各
警
察
出
張
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
警
察
署
と
改
称
さ
れ
た
。

同
十
一
年
六
月
十
一
日
に
高
知
警
察
署
本
山
分
署
が
長
岡
郡
本
山
村
に
設
置
さ
れ
て
、
現
在
の
本
山
警
察
署
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
所
属
に
つ
い
て
は
そ
の
後
次
の
よ
う
に
種
々
の
曲
折
が
あ
っ
た
。

明
治
十
二
年
一
月
四
日
、
高
知
警
察
署
の
所
管
と
し
て
新
し
く
川
口
分
署
（
本
山
郷
）
・
黒
石
分
署
（
豊
永
本
郷
）
・
戸
手
野
分
署
（
豊

永
郷
雨
坪
）
が
開
所
さ
れ
た
。
当
時
、
分
署
の
創
設
に
際
し
て
は
地
元
の
有
力
者
に
寄
付
を
求
め
た
ら
し
く
、
そ
の
感
謝
状
が
大
久
保
桑

名
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
掲
示
す
る
。

士
族
大
久
保
村

川
口
（
現
大
豊
町
川
巳
に
巡
査
派
出
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
飯
田
家
文
書
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
＠

お
か
れ
そ
れ

ふ
う
ひ
ょ
う

明
治
十
年
頃
ヨ
リ
八
、
九
年
間
、
当
川
口
ニ
高
知
警
察
署
巡
査
派
出
所
ヲ
被
置
タ
。
夫
〈
西
南
動
乱
ノ
節
、
高
知
県
士
族
モ
之
二
応
ズ
風
評
ノ
際
ナ

ル
ヲ
以
テ
交
通
取
締
ノ
タ
メ
一
等
巡
査
ヲ
長
ト
シ
テ
以
下
ノ
巡
査
昼
夜
五
、
六
名
詰
切
り
交
通
人
又
ハ
宿
泊
人
ノ
取
締
リ
ヲ
シ
タ
。

こ
の
文
書
が
正
確
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
川
口
の
所
管
で
あ
る
高
知
警
察
署
が
第
一
警
察
出
張
所
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
年
で
あ
り
、
昼

夜
五
、
六
人
の
巡
査
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
年
二
月
西
郷
隆
盛
ら
鹿
児
島
士
族
に
よ
っ
て
西
南
の
役
が
起
こ
り
、
熊
本
鎮
台
が
攻
撃
さ
れ
た
。
こ
の

明
治
拾
参
年
五
月
黒
石
分
署

建
築
費
ト
シ
テ
金
壱
円
差
出

候
段
奇
特
之
至
候
事

士
族桑

名

明
治
拾
四
年
五
月

高
知
県
一
岡
一

定
親
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明
治
八
年
当
時
か
ら
設
立
さ
れ
た
県
下
の
巡
査
交
番
所
も
数
次
の
変
遷
を
重
ね
て
、
同
十
四
年
一
月
一
日
現
在
で
本
山
警
察
署
（
旧
）

管
内
の
巡
査
交
番
所
は
黒
石
交
番
所
だ
け
と
な
っ
て
い
た
。

た
め
政
府
は
こ
の
よ
う
な
暴
動
が
全
国
に
波
及
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
各
県
に
警
戒
す
る
よ
う
指
示
を
し
た
。
県
に
お
い
て
も
県
外
と
の
最

大
の
幹
線
で
あ
る
川
口
を
重
点
的
に
警
備
を
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
十
三
年
十
二
月
十
六
日
、
制
度
の
改
革
に
伴
い
高
知
警
察
署
本
山
分
署
は
本
山
警
察
署
に
昇
格
し
た
。
そ
の
後
明
治
十
六
年
八
月

三
日
、
本
山
警
察
署
は
再
び
分
署
に
降
格
し
た
。
こ
の
変
遷
の
過
程
で
川
口
・
黒
石
・
戸
手
野
の
各
分
署
は
廃
止
さ
せ
ら
れ
、
高
知
警
察

署
管
下
の
分
署
は
本
山
分
署
だ
け
が
残
っ
た
。

明
治
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
に
本
山
分
署
は
、
同
十
九
年
に
設
置
さ
れ
た
後
免
警
察
署
の
分
署
と
し
て
こ
れ
に
移
管
さ
れ
た
。
そ
の

後
逐
年
の
変
革
で
同
三
十
四
年
四
月
一
日
現
在
で
高
知
県
下
の
警
察
署
は
八
か
所
、
分
署
は
九
か
所
と
な
っ
て
い
た
。

明
治
四
十
五
年
四
月
一
日
に
後
免
警
察
署
は
、
大
篠
村
に
移
転
さ
れ
大
篠
警
察
署
と
改
称
し
た
。
こ
の
た
め
本
山
分
署
は
自
動
的
に
大

篠
警
察
署
本
山
分
署
と
改
称
さ
れ
た
。

大
正
二
年
八
月
現
在
本
山
分
署
の
管
轄
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

長
岡
郡
の
内
本
山
町
、
東
本
山
村
、
西
豊
永
村
、
東
豊
永
村
、
吉
野
村
、
田
井
村

士
佐
郡
の
内
地
蔵
寺
村
、
森
村
、
大
川
村
、
本
川
村

天
坪
村
は
大
篠
警
察
署
の
所
轄
で
あ
っ
た
。

同
五
年
九
月
二
十
七
日
、
本
山
分
署
は
再
び
本
山
警
察
署
に
昇
格
し
同
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。

１
巡
査
交
番
所
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明
治
二
十
年
十
一
月
五
日
、
従
来
の
交
番
所
を
巡
査
派
出
所
と
改
め
、
本
山
分
署
管
内
の
所
在
地
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

○
○
○

船
戸
、
桑
瀬
、
地
蔵
寺
、
川
口
、
黒
石
、
西
峰
の
六
か
所
（
○
印
は
大
豊
町
、
以
下
同
じ
）
ま
た
後
免
警
察
署
山
田
分
署
の
管
内
と
し

○
て
戸
手
野
巡
査
派
出
所
が
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
巡
査
派
出
所
の
制
度
は
短
命
で
翌
同
二
十
一
年
五
月
に
は
巡
査
駐
在
所
と
改
め

ら
れ
た
。
し
か
し
高
知
市
街
地
は
こ
の
派
出
所
の
制
度
が
続
け
ら
れ
た
。

る
○

○
○
○
○
○

田
井
村
、
瓜
生
野
村
、
上
関
村
、
川
口
村
、
黒
石
村
、
下
土
居
村
、
西
峰
村
、
立
川
下
名
村
刈
谷
の
八
か
所
で
あ
っ
た
。

戸
手
野
村
の
巡
査
駐
在
所
は
後
免
警
察
署
の
所
轄
で
あ
っ
た
。

明
治
二
十
一
年
五
月
高
知
市
街
地
以
外
に
設
置
さ
れ
た
巡
査
駐
在
所
は
、
県
下
百
六
十
三
か
所
で
本
山
分
署
管
内
は
次
の
と
お
り
で
あ

明
治
四
十
年
三
月
現
在
大
豊
町
内
の
巡
査
部
長
派
出
所
及
び
巡
査
駐
在
所
の
所
在
地
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

巡
査
部
長
派
出
所
西
豊
永
村
（
寺
内
）

巡
査
駐
在
所
杉
、
穴
内
、
立
川
、
寺
内
、
川
戸
、
大
滝
、
西
峰

天
坪
村
に
は
後
免
警
察
署
所
轄
の
駐
在
所
を
置
い
た
。

西
豊
永
村
巡
査
部
長
派
出
所
（
寺
内
）
は
明
治
三
十
九
年
一
月
一
日
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
県
下
的
に
は
廃
止
あ
る
い
は
転
換
等
も
あ

２
巡
査
派
出
所

３
巡
査
駐
在
所

４
巡
査
駐
在
所
等
所
在
地
の
推
移
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土
佐
郡
の
内
森
村
、
大
川
村
、
本
川
村
、
地
蔵
寺
村

天
坪
村
は
大
篠
警
察
署
の
所
轄
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
県
下
で
は
一
部
所
轄
の
変
更
も
あ
っ
た
が
、
本
山
署
は
変
動
も
な
く
昭
和
二
十
年
の
終
戦
時
ま
で
続
い
た
。

昭
和
初
年
に
お
け
る
巡
査
部
長
派
出
所
は
県
下
で
七
か
所
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
西
豊
永
村
派
出
所
が
含
ま
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
年
十
二
月
西
豊
永
村
部
長
派
出
所
は
警
部
補
派
出
所
に
昇
格
し
た
が
同
二
十
五
年
十
月
一
日
に
再
び
部
長
派
出
所
と
な
っ

た
。
請
願
巡
査
制
度
も
終
戦
後
間
も
な
く
廃
止
と
な
っ
た
。

っ
た
が
、
本
山
分
署
が
本
山
警
察
署
に
昇
格
（
大
正
五
年
）
し
た
後
も
存
続
し
受
持
区

域
は
、
西
豊
永
村
、
東
豊
永
村
、
大
杉
村
と
し
、
管
内
の
巡
査
の
指
導
監
督
と
民
衆
応

接
の
改
善
を
目
的
と
し
た
。

大
正
十
五
年
末
の
本
山
警
察
署
の
組
織
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

ｊ
警
部
一
人
巡
査
部
長
三
人
巡
査
十
九
人
請
願
巡
査
一
人

Ⅲ丁利
一
般
職
員
（
技
手
）
一
人
計
二
十
五
人

く署
請
願
巡
査
と
は
、
銀
行
、
会
社
、
町
村
、
個
人
な
ど
特
定
の
も
の
か
ら
特
別
の
目
的

琴
を
も
っ
て
配
置
の
要
請
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
配
置
さ
れ
た
巡
査
の
こ
と
。
こ
の

山本
請
願
巡
査
の
配
置
の
た
め
の
必
要
な
費
用
は
請
願
者
の
負
担
と
し
、
請
願
巡
査
は
受
益

者
た
る
請
願
者
の
ゑ
に
奉
仕
す
る
警
察
活
動
を
任
務
と
し
た
。
本
山
警
察
署
に
勤
務
し

た
請
願
巡
査
は
大
川
村
白
滝
鉱
山
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
二
年
一
月
末
現
在
の
本
山
警
察
署
の
所
轄
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
○
○

長
岡
郡
の
内
本
山
町
、
吉
野
村
、
田
井
村
、
大
杉
村
、
西
豊
永
村
、
東
豊
永
村

、
地
蔵
寺
村
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昭
和
二
十
年
十
月
四
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
発
せ
ら
た
覚
書
に
基
づ
き
従
来
の
警
察
機
構
が
大
き
く
改
正
さ
れ
て
昭
和
二
十
三
年
三
月
七
日

か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
警
察
法
の
特
色
は
、
㈲
、
警
察
の
地
方
分
権
を
図
る
た
め
市
制
地
及
び
人
口
五
千
人
以
上
の
町
村
に
自
治
体
警

察
を
設
置
し
、
国
家
地
方
警
察
と
自
治
体
警
察
の
二
本
立
て
と
し
た
こ
と
、
。
、
警
察
の
民
主
的
管
理
機
関
と
し
て
中
央
及
び
地
方
に
公

安
委
員
会
制
を
採
用
し
た
こ
と
、
白
、
警
察
の
責
務
を
厳
格
に
限
定
し
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
た
め
嶺
北
地
方
に
も
次
の
と
お
り
地
方
警
察
署
と
自
治
体
警
察
署
の
二
署
が
並
設
さ
れ
た
。

嶺
北
地
区
警
察
署
本
山
町

管
轄
区
域
大
杉
村
、
西
豊
永
村
、
東
豊
永
村
、
田
井
村
、
地
蔵
寺
村
、
森
村
、
大
川
村

本
山
町
警
察
署
本
山
町

管
轄
区
域
本
山
町
全
域

市
及
び
人
口
五
千
人
以
上
の
町
村
に
自
治
体
警
察
を
設
置
す
べ
し
、
と
さ
れ
た
た
め
当
時
の
町
村
は
大
き
く
と
ま
ど
っ
た
。
同
二
十
二

年
当
時
は
東
西
豊
永
村
・
大
杉
村
共
に
人
口
は
五
千
人
を
超
え
て
い
た
。
そ
の
後
設
置
標
準
が
具
体
化
さ
れ
人
口
五
千
人
以
上
の
市
街
地

的
町
村
と
表
現
が
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
市
街
地
的
町
村
に
は
い
く
つ
か
の
条
件
が
示
さ
れ
た
が
、
結
局
こ
れ
に
該
当
し
た
の
は
嶺
北
地

方
で
は
本
山
町
だ
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
警
察
内
部
か
ら
は
指
揮
系
統
が
二
分
化
さ
れ
、
捜
査
が
や
り
に
く
く
な
る
面
と
、
地
方
自
治
体
か
ら
は
財
政
的
に
裏
付
け

の
な
い
制
度
と
し
て
敬
遠
さ
れ
た
。

う
よ
き
よ
く
せ
つ

県
下
で
も
自
治
体
警
察
署
設
置
返
上
の
陳
情
が
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
、
そ
の
設
置
に
つ
い
て
は
舟
余
曲
折
が
あ
り
、
後
年
こ
の
法
の

ロ
国
家
地
方
警
察
と
自
治
体
警
察
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同
三
十
三
年
に
は
西
峰
駐
在
所
が
廃
止
と
な
り
、
同
四
十
三
年
に
穴
内
駐
在
所
を
廃
し
、
寺
内
駐
在
所
と
統
合
し
た
。
ま
た
、
同
四
十

九
年
四
月
に
は
寺
内
駐
在
所
を
大
田
ロ
部
長
派
出
所
に
吸
収
し
て
、
大
田
口
幹
部
派
出
所
と
し
た
。

こ
の
間
に
岩
原
・
川
口
の
駐
在
所
も
廃
止
さ
れ
て
、
大
豊
町
内
の
警
察
官
駐
在
所
は
次
の
と
お
り
に
な
っ
た
。

名
称
所
在
地
人
員

大
杉
検
問
所
杉
六
人

た
○

■…

~
‘一男’添窯一

一＝･厚寺一一一一言二一ー‐一

,,FF二､4‘必一一

大 杉検 問 所

改
正
ま
で
設
置
を
引
き
延
ば
し
未
設
置
で
終
わ
っ
た
町
村
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
同
二
十
六
年
に
至
り
警
察
法
の
一
部
改
正
法
が
成
立
し
人
口
五
千
人
以
上
の

市
街
地
的
町
村
で
あ
っ
て
も
、
住
民
の
投
票
に
よ
り
自
治
体
警
察
を
存
廃
で
き
る
道
が

開
か
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
治
体
警
察
を
置
い
て
い
た
市
町
村
は
、
住
民
投
票
に
よ
っ
て
次

為
と
廃
止
を
決
定
し
た
。
こ
の
結
果
、
高
知
市
を
除
き
県
下
の
自
治
体
警
察
は
姿
を
消

し
、
県
国
家
地
方
警
察
に
統
括
さ
れ
た
。
高
知
市
警
察
は
昭
和
二
十
九
年
七
月
ま
で
存

ｆ
瓶
１
Ｌ
１
Ｊ

室
し
〆
こ
○

昭
和
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
嶺
北
地
区
警
察
署
は
本
山
地
区
警
察
署
と
改
称
さ

れ
、
更
に
本
山
警
察
署
と
な
っ
た
。

同
二
十
六
年
十
月
に
は
西
豊
永
村
警
部
補
派
出
所
が
同
巡
査
部
長
派
出
所
と
な
り
、

新
し
く
川
口
巡
査
駐
在
所
が
設
置
さ
れ
た
。

同
三
十
年
六
月
、
西
豊
永
村
巡
査
部
長
派
出
所
は
大
田
口
部
長
派
出
所
と
改
称
し
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杉
駐
在
所
高
須

大
田
口
駐
在
所
目
付

川
戸
駐
在
所
川
戸

大
滝
駐
在
所
西
川

〔
本
山
警
察
署
の
変
遷
図
〕

〔
巡
査
部
長
派
出
所
の
変
遷
図
〕

明
三
九
、
一
、
一
開
設
明
四
○
、
三
、
二
○
昭
二
○
、
一
二
、
五
昭
二
五
、
一
○
、
一

西
豊
永
村
寺
内
巡
査
部
長
派
出
所
ｌ
西
豊
永
村
巡
査
部
長
派
出
所
ｌ
西
豊
永
村
警
部
補
派
出
所
ｌ
西
豊
永
村
巡
査
部
長
派
出
所
’
一

明
一
一
、
六
、
一
一

明
九
、
六
、
二
二
明
一
○
、
一
、
二
六
高
知
警
察
署

第
一
警
察
出
張
所
Ｉ
高
知
警
察
署
ｌ
本
山
分
署
ｌ

高
知
市
弘
小
路
同
上
本
山
村

｜
‐
霊
鳶
罫
Ｆ
篭
智
筆
卜
棚
裟
琴
ｒ
濫
鳥
智
卜
撫
涯
庭
蕊
ｌ
蕊
暮
琴
ｌ

本
山
分
署
本
山
分
署
本
山
分
署

《
Ｉ
本
山
町
警
察
署
ｌ
鵬
北
淋
瞥
礁
、
一
廃
止

三
ハ
、
皿
二
、
九
、
昭
四
九
、
四

｝
村
詔
口
Ｋ
，
、
‐
町
ｌ
大
田
側
部
町
口
幹
部
派
ｊ
Ｉ
ｌ
昭
五
ハ
、

一
昭
二
九
、
七
、
一

一
Ｉ
本
山
警
察
署
１
１
現
在

注
年
月
日
は
施
行
（
開
設
）
の
日
と
し
た
。 』

一一一一

〃〃〃〃

明
一
二
、
一
、
四

ｌ
高
知
警
察
署

川
口
分
署

同
Ｉ
黒
石
分
署

同
明
一
四
、
一
、

ｌ
本
山
分
署
ｌ
本
山
警
察
署

″

Ｉ
戸
手
野
分
署

三
、
三
一
廃
止 明

一
四
、
一
、
一

三
ｌ
黒
石
交
番
所
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ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

明
治
三
十
六
、
七
年
及
び
大
正
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
、
立
川
駐
在
所
に
勤
務
し
た
長
岡
京
馬
は
、
そ
の
自
著
『
立
川
遣
聞
録
』

に
次
の
よ
う
な
事
項
を
書
き
残
し
て
い
る
。

一
、
立
川
に
巡
査
が
駐
在
し
た
の
は
明
治
二
十
一
年
か
ら
で
あ
る
。
巡
査
は
各
地
を
巡
回
し
て
日
夜
治
安
の
維
持
に
努
め
た
ｏ

二
、
立
川
駐
在
所
が
他
の
駐
在
所
と
大
き
く
異
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
県
外
に
通
ず
る
重
要
な
官
道
筋
に
所
在
し
た
た
め
（
明
治
二
十

六
年
ま
で
）
、
高
知
警
察
署
よ
り
県
外
に
護
送
す
る
罪
人
の
宿
泊
所
と
し
て
、
仮
留
置
場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

か
い
・
守

ま
た
、
戒
具
等
も
多
数
準
備
し
て
逃
走
を
予
防
し
、
伊
予
川
之
江
署
に
引
き
渡
す
ま
で
は
安
心
で
き
な
か
っ
た
。

り
よ
染
よ
う

三
、
明
治
三
十
六
年
秋
に
は
、
立
川
両
名
に
赤
痢
が
大
流
行
し
た
。
こ
の
た
め
、
村
役
場
吏
員
や
、
立
川
衛
生
組
合
長
等
と
共
に
、
そ

の
患
者
の
隔
離
や
家
庭
の
消
毒
・
予
防
等
に
忙
殺
さ
れ
た
。

長
岡
京
馬
も
遂
に
感
染
し
て
仮
病
舎
に
隔
離
さ
れ
た
。
医
師
は
川
口
の
山
下
佐
吉
、
西
豊
永
石
堂
の
秋
山
真
澄
で
あ
っ
た
。

当
時
立
川
に
は
伝
染
病
隔
離
病
舎
の
施
設
が
無
か
っ
た
の
で
、
長
岡
は
そ
の
必
要
性
を
警
察
署
長
を
通
じ
て
村
長
に
訴
え
る
傍

け
い
も
う

か
や
ぶ
き

ら
、
部
落
民
の
衛
生
思
想
の
啓
蒙
と
普
及
に
つ
と
め
た
。
こ
の
結
果
、
部
落
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
上
名
の
ケ
ゴ
ャ
に
茅
葺
平

屋
の
避
病
舎
を
新
築
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

け
ん
か

当
時
の
駐
在
巡
査
は
、
地
域
の
公
式
行
事
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
隣
家
と
の
争
い
か
ら
夫
婦
喧
嘩
の
仲
裁
ま
で
も
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な

駐
在
巡
査
は
、
そ
の
地
域
の
治
安
と
住
民
を
保
護
す
る
任
務
の
ほ
か
、
知
識
人
と
し
て
社
会
の
指
導
的
役
割
も
果
た
し

駐
在
巡
査

た
0
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二
消
防
活
動
の
推
移

日
大
豊
町
消
防
団
の
沿
革

消防訓練の一斉放水

本
町
に
消
防
と
し
て
の
組
織
が
誕
生
し
た
の
は
明
治
十
五
年
で
あ
る
。

当
時
日
本
三
大
薬
師
の
一
つ
で
あ
る
豊
楽
寺
の
門
前
町
と
し
て
栄
え
た
大
田
ロ
集
落

と
、
全
国
的
に
著
名
な
日
本
一
の
大
杉
を
有
す
る
杉
集
落
に
そ
れ
ぞ
れ
消
防
組
が
結
成

さ
れ
た
の
が
消
防
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
始
ま
り
で
あ
る
。

当
時
の
消
防
組
は
私
設
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
地
区
の
中
か
ら
組
員
を
募
り
、
地
元

は
つ
ぴ

有
力
者
の
寄
付
金
や
一
般
の
寄
付
金
を
も
っ
て
手
押
ポ
ン
プ
や
組
員
の
法
被
な
ど
の
必

要
な
機
械
器
具
を
購
入
し
て
有
事
に
備
え
た
。

※
明
治
四
十
五
年
九
月
一
日

私
設
大
田
口
消
防
組
手
押
ポ
ン
プ
一
台

人
員
組
頭
以
下
三
十
人

※
明
治
四
十
五
年
十
月
一
日

私
設
大
杉
消
防
組
手
押
ポ
ン
プ
一
台

人
員
組
頭
以
下
三
十
五
人
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私
設
馬
瀬
消
防
組
手
押
ポ
ン
プ
一
台

組
員
三
十
五
人

以
上
の
と
お
り
穴
内
・
落
合
・
馬
瀬
の
各
集
落
地
に
私
設
消
防
組
を
結
成
す
る
と
と
も
に
、
大
正
七
年
六
月
一
日
に
な
る
と
大
田
口
消

防
組
に
手
押
ポ
ン
プ
一
台
が
増
加
さ
れ
て
ポ
ン
プ
二
台
と
な
り
、
人
員
も
組
頭
以
下
七
十
人
と
人
員
装
備
と
も
に
充
実
強
化
さ
れ
た
。

ま
た
大
正
十
二
年
四
月
一
日
に
至
っ
て
は
私
設
大
田
口
消
防
組
が
公
設
と
な
っ
た
。

昭
和
十
四
年
四
月
一
日
、
日
中
戦
争
も
次
第
に
激
化
の
色
彩
が
濃
く
な
っ
て
、
従
来
の
消
防
組
が
警
防
団
と
改
称
さ
れ
た
。
警
防
団
は

ぼ
っ
ぱ
つ

時
代
の
進
展
と
と
も
に
ま
す
ま
す
そ
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
、
特
に
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
に
伴
い
戦
時
中
を
通
じ
て
団
員
の
増
加
と
装
備

の
充
実
強
化
が
図
ら
れ
、
腕
用
ポ
ン
プ
十
六
台
及
び
運
搬
台
車
等
が
配
置
さ
れ
た
。

以
上
二
組
の
私
設
消
防
組
は
当
時
火
災
現
場
に
お
い
て
義
勇
消
防
の
精
神
を
発
揮
し
て
よ
く
活
躍
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
年
と
と
も
に
人
口
の
増
大
や
こ
れ
に
伴
う
集
落
の
規
模
拡
大
、
あ
る
い
は
火
災
件
数
が
多
発
の
傾
向
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
集
落
地
に
消
防
組
織
化
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
具
体
化
へ
の
積
極
的
な
動
き
が
見
え
は
じ
め
た
。
そ
し
て
大
正
七
年
に
な
る
と
各

地
区
に
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
次
々
と
私
設
消
防
組
が
結
成
さ
れ
た
。

※
大
正
七
年
五
月
一
日

※
大
正
七
年
四
月
二
十
三
日

私
設
落
合
消
防
組
手
押
ポ
ン
プ
一
台

組
員
四
十
人

※
大
正
七
年
四
月
一
日

私
設
穴
内
消
防
組

手
押
ポ
ン
プ
一
台

組
員
二
十
五
人
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東
豊
永
村
中
央
、
西
峰
、
土
居
、
岩
原
四
分
団
一
○
○
人

西
豊
永
村
川
戸
、
大
久
保
、
大
田
口

三
分
団
一
二
○
人

大
杉
村
大
杉
、
穴
内
、
立
川
三
分
団
三
一
○
人

天
坪
村
馬
瀬
、
北
川
二
分
団
五
○
人

計

十
二
分
団
三
九
○
人

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日

消
防
組
織
法
が
公
布
施
行
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

警
防
団
の
名
称
が
消
防
団
と
改
称
さ
れ
た
。

昭
和
三
十
年
三
月
三
十
一
日

町
村
合
併
に
よ
り
大
豊
村
消
防
団
に
統
合
さ
れ
た
。

昭
和
三
十
年
八
月
十
五
日

大
豊
村
消
防
団
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。

大
豊
村
消
防
団
条
例
の
制
定
に
伴
い
従
来
の
腕
用
ポ
ン
プ
か
ら
小
型
動
力
ポ
ン
プ
に
切
り
替
え
ら
れ
、
各
分
団
に
小
型
動
力
ポ
ン
プ
一

台
が
配
置
さ
れ
、
計
十
四
台
が
装
備
さ
れ
た
。

地
区
別
団
員
数

東
豊
永
地
区

西
豊
永
地
区

大
杉
地
区

一
○
○
人

一
○
○
人

一
○
○
人
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台
計
十
四
台
が
配
置
さ
れ
た
。

昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
、
大
豊
村
消
防
団
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
り
消
防
組
織
が
次
の
と
お
り
変
更
さ
れ
た
。

本
部
三
人
豊
永
分
団
五
十
五
人
落
合
分
団
五
十
五
人

大
田
口
分
団
五
十
六
人
東
部
分
団
四
十
六
人
大
杉
分
団
六
十
人

立
川
分
団
四
十
五
人
天
坪
分
団
五
十
人

計
三
百
七
十
人

団
長
一
人
副
団
長
二
人

分
団
長
七
人
部
長
十
四
人

班
長
四
十
二
人
団
員
三
百
四
人

装
備
と
し
て
団
服
冬
甲
種
が
全
団
員
に
支
給
さ
れ
小
型
動
力
ポ
ン
プ
二
十
六
台
を
充
足
し
、
昭
和
四
十
年
に
各
分
団
に
消
防
搬
送
車
二

組
織

昭
和
四
十
七
年
四
月
町
制
施
行
に
よ
り
、
大
豊
町
消
防
団
と
名
称
を
変
更
す
る
。

昭
和
六
十
年
四
月
現
在
の
組
織
及
び
装
備
そ
の
他
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

天
坪
地
区

計

団
長

分
団
長

計

一

一
四

三
七
五

七
五
人

三
七
五
人

副
団
長

副
分
団
長

四
（
地
区
団
長
を
兼
ね
る
）

一
四
部
長
四
七

地
区
副
団
長

団
員

四

二
九
一
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町
長

分
団
長
以
下
団
員
数

１
消
防
主
任

名
分
団
計

ｌ
副
団
長
ｌ
落
合
分
団
ｌ
ｎ
麗
洲
話
五
四

ｌ
豊
永
分
団
’
一
Ⅱ
川
嶋
財
洲
三
一
一
一
五
三

Ｉ
大
久
保
部
二
三

団
長
Ｉ
‐
東
部
分
団
’
一
ｌ
岩
原
部
二
○

四
三

ｌ
大
田
ロ
部
三
一

‐
大
田
ロ
分
団
１
－
１
舟
戸
部
三

五
三

ｌ
杉
部
三
五

‐
大
杉
分
団
１
－
１
穴
内
部
一
西

五
九

ｌ
立
川
部
二
○

‐
立
川
分
団
１
－
１
川
。
部
三

四
一

Ｉ
副
団
長
Ｉ
天
坪
分
団
ｌ
｜
Ⅱ
鵬
Ⅷ
洲
虚
三
九

計
三
四
四
三
四
四

小
型
動
力
ボ
昭
和
五
十
九
年
に
は
、
四
十
六
台
を
次
の
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
。

ン
ブ
保
有
数
小
型
動
力
ボ
ン
・
フ
保
有
数

西
峰
部
三
落
合
部
四
豊
永
部
三

大
久
保
部
四
・
岩
原
部
四
大
田
口
部
四

杉
部
五
穴
内
部
三
立
川
部
三

北
川
部
三
馬
瀬
部
二

ま
た
、
消
防
搬
送
車
は
各
部
に
一
台
、
計
十
四
台
を
保
有
し
て
い
る
。

川舟川

口Pp

部 部 部
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昭
和
四
十
八
年

五
月
・
大
豊
町
、
本
山
町
、
土
佐
町
、
大
川
村
、
本
川
村
の
嶺
北
五
か
町
村
の
合
議
で
嶺
北
消
防
組
合
設
立
に
つ
い
て
知
事
に
申
請

消
防
団
員
の
在
職
年
数

消
防
団
員
の
年
齢
別
構
成
（
六
○
・
四
・
一
現
在
）

歴
代
消
防
団
長

小
嶋

森
下

西
岡

在
職
年
数
一
人
数
一
一
在
職
年
数
一
人
数
一
一
在
職
年
数
一
人
数

年
齢
別
一
人
数
一
一
年
齢
別
一
人
数
一
一
年
齢
別
一
人
数

五
年
未
満

五
年
’
一
○
年

二二一

季了令蔵
ロ
嶺
北
消
防
署
の
沿
革

一一一

一 一 一

○五○歳清

丈勇利

人

九
七

七
二

三三

九○二人昭
和
三
十
年
三
月
よ
り
昭
和
三
十
六
年
五
月
一
日
ま
で

昭
和
三
十
六
年
五
月
二
日
よ
り
昭
和
四
十
五
年
七
月
十
日
ま
で

昭
和
四
十
五
年
七
月
十
日
よ
り
勤
続
中

歳

三
一
’

三
六
’

四
一
Ｉ年

年

一
○
’
一
五
年

一
五
’
二
○

四四三

五○五歳

四七

九五人
八八六

八三九人
－

歳
歳

四
六
’
五
○

五
一
以
上年

年

二
○
’
二
五

二
五
年
以
上

平
均
年
令
三
七
・

人

三
九七

一
才二二

四七人
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・
初
代
組
合
長
に
大
石
里
喜
を
選
任
し
た
。
（
本
山
町
長
）

六
月
・
消
防
本
部
を
本
山
町
消
防
団
中
央
分
団
本
部
に
移
転
し
た
。

・
署
長
以
下
署
員
が
八
人
と
な
っ
た
。

・
消
防
本
部
を
本
山
町
役
場
に
置
き
、
町
職
員
一
名
を
兼
務
と
し
て
設
置
し
、
消
防
幹
部
要
員
七
名
を
五
か
町
村
か
ら
採
用
し

し
認
可
を
受
け
た
。

一
一
○

ナ
ハ

一

嶺北消防署大田ロ出張所

八
月
・
指
令
車
一
台
及
び
救
急
車
一
台
を
備
え
付
け
た
。

九
月
・
嶺
北
消
防
署
大
豊
出
張
所
を
大
豊
町
消
防
団
杉
分
団
高
須
屯
所
に
仮
開
所

し
、
六
人
を
配
置
し
、
救
急
業
務
を
開
始
し
た
。

十
月
・
第
二
次
消
防
職
員
十
七
人
を
採
用
し
た
。

・
嶺
北
消
防
署
本
部
及
び
大
豊
出
張
所
庁
舎
（
寺
内
二
五
八
番
地
）
の
起
工
式

を
挙
行
し
た
。
〔
大
豊
出
張
所
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
階
建
て
延
べ
一

四
四
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル
〕

昭
和
四
十
九
年

三
月
・
嶺
北
消
防
本
部
（
署
）
庁
舎
が
竣
工
し
た
。

・
消
防
無
線
電
話
機
を
備
え
付
け
た
。

四
月
・
大
豊
出
張
所
落
成
式
を
挙
行
し
、
新
庁
舎
に
移
転
し
た
。

七
月
・
職
員
配
置
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
部
五
人
（
女
子
一
人
）
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消
防
水
利
状
況
（
五
九
・
四
・
一
現
在
）

四
月
一
日
・
嶺
北
消
防
組
合
を
解
散
し
、
嶺
北
広
域
行
政
事
務
組
合
を
設
立
し
た
。

消
防
団
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
現
有
数
（
六
○
・
四
・
一
現
在
）

昭
和
五
十
四
年 本

署
十
六
人

計
四
十
一
人

大
豊
出
張
所
十
二
人

大
川
本
川
出
張
所
八
人

昭
和
五
十
一
年
三
月
よ
り
各
町
村
に
防
火
水
槽
の
設
置
を
開
始
し
た
。

土本大 本大土本大

佐山豊 計川川佐山豊

町 町町 村村町町町

一 一

一 一

八 一三

一
一

一一

台

小
型
動
力
ポ
ン
プ

積
載
車五三三七二○台

四
Ｃ
ｌ
一
○
○
㎡
未
満
一
二
○
’
四
○
㎡
未
溌

－

小
型
動
力
ポ
ン
プ

台

一
五

一
一
一
一

一
一一

一
一

一
一
一

四
五

一
ハ
ー
ニ

五
五

四
一

へ

五
一

（
）
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一
、
嶺
北
広
域
事
務
組
合
歴
代
組
合
長
管
理
者

（
嶺
北
消
防
組
合
長
を
含
む
、
以
下
同
じ
）

消
防
団
消
防
無
線
設
置
状
況
（
六
○
・
四

本大

計川川

村村

本大土本大

計川川佐山豊

村村町町 町

年
代

初
代

五四

代代 代

一

一

代

今
西
貞
茂

氏
名

大
石
里
喜

今
西
貞
茂

津
田
勇

門
田
盛
一
郎

五
一

一

在
職
期
間

昭
五
二

昭
五
六

昭
四
八

昭
五
六
・
九

昭
六
○
・
八

－

一
現
在
）

四八五
四一一一
九三五○六五

二
六
よ
り

二
五
よ
り
現
在

一
九
よ
り

一
よ
り

一
よ
り

一一

〃
五
二
・
八
・
二
五
ま
で

″
五
六

″
五
六
・
三

〃
六
○
・
八

｛
ハ

一
ハ

九四

一
七
二八

三
一
ま
で

三
一
ま
で

二
四
ま
で

五一一一

七七○八六六

へ
一

一へ

九一
嘗曹



第6章警備・衛生738

嶺北広域行政事務組合

組へ議会

呈雌 印

救
急
隊

馨
防
隊第

二
分
隊

第
一
分
隊

第
一
分
隊

第
二
分
隊

存声
第第．第第

一
分
隊

二
分
隊

一
分
隊

一
分
隊

二
分
隊

一
分
隊

一
分
隊

一
分
隊
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嶺北の消防機 構

消l坊団

弓ア町村Jト
大豊町

本山町

土佐町

大川村

本川村
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三
代
一
川
田
昌
弘

三
、
嶺
北
消
防
本
部
歴
代
消
防
次
長

二
、
嶺
北
消

年
代二

代
一
川
田
昌
弘

嶺
北
消
防
署
大
豊
出
張
所
長

年
代
氏
名

初
代
門
脇
正
泰

初年嶺初．年
代代北代代

消

六

代
五四

代 代
初
代代

一

一

代

一

一

代

防
署
歴
代
署
長

一
氏

｜
松
岡
行

防
本
部
歴
代
消
防
長

一
松
氏
岡
行
雄

名

門
脇
正
泰

沢
田
憲

門
脇
正
泰

上
村
貫
之

氏
名

川
田
昌
弘

今
西
貞
夫

三
谷
隆
啓 名

雄
一
一

昭
五
七
・
四
・
一
よ
り

昭
五
二

昭
五
五

昭
四
九
・
七

昭
五
○
・
七

昭
四
八

昭
五
四

昭
四
八 在

職

昭
四
八
・
七

昭
五
九
・
五

昭
五
九
・
四

昭
四
八

在 在 在

一職
一

一

四 四
・
一
よ
り

四六職 六職

一
よ
り

一
よ
り

一
よ
り 期

間

一
一
よ
り
〃
五
四

一

よ 期
り

一
よ
り

一
よ
り

一
よ
り 期

間

一
一
よ
り
〃
五
九

期
間

二
二
よ
り 間〃

五
九
・
四

現
在

現
在

〃
五
九
・
四

〃
五
九
・
四

″
五
五

〃
五
七

〃

五
一

一

″
四
九
・
六

〃
五
○
・
六

一
一
一

一
一
一

三 三
○
ま
で

三
一
ま
で

三
一
ま
で

三
○
ま
で

三
一
ま
で

三
○
ま
で

三
一
ま
で

三
一
ま
で

三
○
ま
で

三
○
ま
で
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明
治
新
政
府
は
、
開
国
進
取
の
方
針
で
西
洋
医
術
の
採
用
を
決
め
、
西
洋
医
学
に
基
づ
く
衛
生
行
政
と
し
て
最
も
早
く
施
行
さ
れ
た
の

し
ゆ
と
う

が
種
痘
で
あ
る
。
明
治
三
年
四
月
に
は
そ
の
普
及
徹
底
を
期
す
る
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
。
種
痘
の
ほ
か
に
も
売
薬
取
り
締
ま
り
や
薬
品
検

査
も
行
わ
れ
た
が
、
ま
だ
極
め
て
初
歩
的
で
あ
り
貧
弱
で
あ
っ
た
。

て
ん
ね
ん
と
う

明
治
七
年
十
月
「
種
痘
規
則
」
、
同
九
年
五
月
に
「
天
然
痘
予
防
規
則
」
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
予
防
接
種
を
義
務
制
と
し
た
我
が

国
最
初
の
法
に
よ
る
規
則
で
あ
っ
た
。

明
治
初
期
は
幸
い
に
も
全
国
的
に
天
然
痘
の
ほ
か
、
承
る
べ
き
伝
染
病
の
流
行
は
少
な
か
っ
た
。
本
県
で
も
早
く
か
ら
天
然
痘
の
予
防

対
策
と
し
て
種
痘
の
普
及
徹
底
を
図
り
、
明
治
三
年
二
月
外
国
医
師
を
招
へ
い
し
て
治
療
に
当
た
ら
せ
、
同
月
七
日
種
痘
施
行
を
次
の
よ

う
に
令
し
た
。

則
」
を
制
定
し
た
。

「
こ
の
度
、
医
学
司
に
お
い
て
種
痘
を
行
う
の
で
城
下
及
近
郷
・
浦
、
種
痘
を
乞
う
者
は
来
る
十
五
日
以
後
、
午
前
八
時
か
ら
九
時
ま
で
右
司
へ

＆
。
つ
。
と

出
る
こ
と
。
尤
も
散
花
料
と
し
て
一
人
に
銀
四
拾
匁
を
納
む
く
し
。
」

ほ
つ
し
ん

コ
レ
ラ
・
腸
チ
フ
ス
・
赤
痢
・
ジ
フ
テ
リ
ア
・
発
疹
チ
フ
ス
・
天
然
痘
等
が
流
行
し
た
の
で
、
明
治
十
三
年
七
月
に
「
伝
染
病
予
防
規

七
代
一
上
村
貫
之
一
昭
五
九
・
五
・
一
よ
り
現
在

三
衛
生
行
政

㈲
伝
染
病
と
そ
の
予
防
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明
治
十
八
年
六
月
十
六
日

蔦
県
一
陶
一

赤
痢
は
腸
チ
フ
ス
と
と
も
に
、
明
治
・
大
正
を
通
じ
て
最
も
流
行
し
た
伝
染
病
で
あ
っ
た
。
大
豊
地
方
で
も
こ
の
権
病
者
が
極
め
て
多

く
、
各
所
に
避
病
舎
を
建
設
し
て
伝
染
病
の
予
防
と
治
療
に
苦
心
し
た
。

赤
痢
は
県
下
的
に
は
、
明
治
十
八
年
を
最
高
に
毎
年
繰
り
返
し
発
生
し
、
そ
の
流
行
地
も
全
県
下
に
及
ん
だ
ｏ
な
か
で
も
山
間
僻
地
で

は
衛
生
思
想
が
普
及
せ
ず
、
そ
の
上
、
地
理
的
に
も
予
防
消
毒
上
不
便
で
あ
っ
た
た
め
病
菌
の
撲
滅
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

県
下
の
天
然
痘
は
、
明
治
十
三
年
患
者
二
百
七
十
七
人
、
死
者
六
十
一
人
、
同
十
四
年
患
者
九
百
十
六
人
、
死
者
百
六
十
七
人
、
同
十

九
年
患
者
一
千
七
十
三
人
、
死
者
百
九
十
六
人
、
同
二
十
年
患
者
三
千
四
十
二
人
、
死
者
四
百
九
十
九
人
と
年
を
追
っ
て
増
加
し
た
が
、

種
痘
の
普
及
に
よ
り
同
二
十
六
年
に
は
患
者
二
百
四
十
人
、
死
者
四
十
七
人
と
漸
減
し
た
。

当
時
、
大
豊
町
（
東
豊
永
）
出
身
の
豊
永
快
蔵
が
、
土
佐
種
痘
医
の
先
駆
者
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

そ
の
当
時
の
衛
生
委
員
の
任
命
書
が
、
大
久
保
桑
名
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
掲
示
す
る
。

桑
名
定
親

長
岡
郡
、
大
平
村
・
怒
田
村
・
川
井
村
・
大
滝
村

中
内
村
・
南
大
王
村
・
大
砂
子
村
・
西
峰
村
・
柚

ノ
木
村
・
下
ノ
土
居
村
・
筏
木
村
・
八
川
村
・
永

測
村
・
柳
野
村
・
岩
原
村
・
大
久
保
村
衛
生
委
員

間
以
内
に
、
酷

こ
と
と
し
た
。

こ
の
規
則
で
は
”
ま
ず
、
前
記
六
種
の
諸
病
を
法
定
伝
染
病
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
伝
染
病
を
診
断
し
た
医
師
陸
一
十
四
時

以
内
に
、
町
村
衛
生
委
員
に
通
知
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
衛
生
委
員
は
大
区
長
及
び
最
寄
り
の
警
察
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

申
付
侯
事
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警
察
で
は
予
防
事
務
に
努
め
る
か
た
わ
ら
、
衛
生
組
合
委
員
等
に
予
防
消
毒
の
実
務
を
指
導
し
、
か
つ
衛
生
組
合
規
約
の
履
行
を
督
励

い
ん
ぺ
い

し
た
。
警
察
官
吏
や
市
町
村
吏
員
は
特
に
厳
密
な
視
察
を
行
っ
て
、
隠
蔽
患
者
や
潜
在
患
者
の
発
見
に
努
め
、
春
秋
の
清
潔
法
施
行
の
際

は
特
に
便
所
及
び
病
毒
潜
伏
の
疑
い
が
あ
る
場
所
の
消
毒
を
励
行
さ
せ
た
。

げ
ん
と
う

一
般
住
民
に
対
し
て
は
展
覧
会
、
写
真
展
、
幻
燈
会
、
通
俗
談
話
な
ど
簡
易
な
方
法
で
衛
生
思
想
の
普
及
徹
底
を
図
っ
た
。
明
治
末
期

に
は
一
応
予
防
、
消
毒
隔
離
な
ど
と
本
人
の
摂
生
に
よ
っ
て
伝
染
病
の
ま
ん
延
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

大
豊
地
方
で
も
、
明
治
・
大
正
時
代
に
は
赤
痢
が
大
流
行
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
当
時
の
新
聞
や
島
崎
慶
馬
の
備
忘
録
か
ら
数
例
を
挙

げ
る
。

死
亡
者
の
う
ち
一
人
は
、
近
辺
に
親
戚
縁
者
が
全
く
無
く
死
体
の
埋
葬
に
困
り
、
戸
長
や
筆
生
は
埋
葬
人
夫
を
雇
う
た
め
に
奔
走
し
た
が
、
住

民
達
は
病
気
の
伝
染
を
恐
れ
て
応
ず
る
者
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
や
む
な
く
戸
長
自
か
ら
埋
葬
す
る
準
備
を
し
て
い
る
の
を
近
隣
の
者
が
見

て
驚
き
、
協
議
の
末
よ
う
や
く
小
川
村
よ
り
人
夫
を
雇
い
埋
葬
し
汚
物
を
焼
却
し
た
、
と
高
知
日
報
は
報
じ
て
い
る
。

二
、
高
知
県
は
明
治
二
十
九
年
十
月
三
十
日
、
赤
痢
の
予
防
に
つ
い
て
訓
令
を
発
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
二
十
九
年
四
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
の
六
か
月
間
に
発
生
し
た
県
下
の
赤
痢
患
者
は
一
千
四
百
四
十

人
、
う
ち
死
者
は
二
百
七
十
三
人
に
達
し
た
。
特
に
吾
川
郡
池
川
町
、
長
岡
郡
東
豊
永
村
、
東
本
山
村
：
．
…
（
中
略
）
に
大
流
行
し
た
。

こ
の
た
め
、
町
村
長
は
警
察
官
と
協
議
し
て
来
る
十
一
月
十
日
よ
り
同
二
十
五
日
ま
で
の
間
に
、
村
内
の
大
清
掃
と
不
潔
の
場
所
の
消
毒
を
行

い
、
病
原
菌
を
明
年
に
残
さ
な
い
よ
う
に
訓
令
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
県
庁
に
報
告
す
る
よ
う
厳
し
く
指
導
し
た
。

ま
ん
え
ん

り

三
、
明
治
四
十
年
七
月
八
日
、
西
豊
永
村
川
戸
に
赤
痢
発
生
、
以
来
翌
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
に
村
内
十
七
部
落
に
蔓
延
し
、
患
家
七
十
五
戸
、
羅

か
ん患

者
百
五
十
一
人
、
（
う
ち
死
者
二
十
八
人
）
に
ま
で
及
ん
だ
。

こ
の
た
め
衛
生
委
員
で
あ
っ
た
島
崎
慶
馬
は
、
川
戸
駐
在
巡
査
、
大
田
口
駐
在
巡
査
と
と
も
に
協
力
し
て
、
患
者
の
収
容
、
死
亡
者
の
埋
葬
、

或
は
患
家
や
近
辺
の
消
毒
等
を
行
っ
た
。

特
に
川
戸
、
連
火
は
各
三
十
人
以
上
の
患
者
を
出
す
に
至
り
、
隔
離
病
舎
に
不
足
を
生
じ
、
仮
避
病
舎
を
急
造
し
て
こ
れ
に
充
て
た
。

一

た 、
。 巨

長
岡
郡
久
寿
軒
組
合
村
で
は
、
明
治
二
十
年
七
月
九
日
か
ら
二
十
七
日
の
十
九
日
間
に
、
赤
痢
患
者
四
十
二
人
が
発
生
し
、
七
人
が
死
亡
し
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伝
染
病
に
対
し
て
無
知
で
あ
っ
た
住
民
も
漸
次
伝
染
病
の
実
態
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
、
行
政
機
関
の
た
ゆ
ゑ
な
い
指
導
に

啓
発
さ
れ
て
自
覚
を
高
め
、
市
町
村
住
民
の
自
発
的
意
思
に
よ
る
衛
生
組
合
設
立
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
。

従
前
も
伝
染
病
流
行
の
折
に
は
警
察
官
吏
や
衛
生
主
務
吏
員
が
、
住
民
に
そ
の
予
防
法
や
消
毒
法
に
つ
い
て
懇
切
に
説
き
聞
か
せ
る
な

ど
し
て
い
た
が
、
明
治
二
十
三
年
は
再
び
コ
レ
ラ
（
県
下
の
患
者
七
百
二
十
三
人
、
死
者
五
百
三
人
）
と
腸
チ
フ
ス
・
赤
痢
の
流
行
を
見
、

こ
の
年
の
十
一
月
高
知
県
告
示
を
も
っ
て
、
伝
染
病
予
防
心
得
書
が
配
布
さ
れ
、
衛
生
組
合
設
立
の
動
き
が
県
下
各
所
に
見
ら
れ
た
ｏ

大
正
年
間
に
お
け
る
高
知
県
下
の
赤
痢
並
び
に
腸
チ
フ
ス
の
擢
患
者
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
１
１
１

｜
痢
一
者
一
人
虹
一

大正年間、擢患者調表

腸チフス｜赤、病別

年別、
ロ
衛
生
組
合
の
設
立

患者|死者|患者|死者
ｌ正年

大
元
一 ''計’ 5会’ 28す’
2年’ 2211 491 "21 69

3年’ 306 681 2391 49

4年’ 2591 731 4221 108

5年’ 4161 791 3191 84

6年’ 4501 951 '881 78

7年’ 4001 '031 4911 207

8年’ 6501 146 491 12

9年’ 4851 '3'’ '81’ 83

'0年’ 4381 '021 2421 115

n年’ 4071 931 3841 168
（
高
知
県
統
計
書
に
よ
る
）

'2年’ 4671 Ⅲ’ 3951 166

’3371 '001 3'5113年 164

１
１

4241 '071 '86114年 120

7901 2151 251’15年 1341
1
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か
ん

衛
生
組
合
は
、
市
町
村
単
位
の
任
意
団
体
で
便
宜
上
お
よ
そ
五
十
戸
以
下
を
も
っ
て
一
組
と
し
、
地
名
等
を
冠
し
て
名
称
を
つ
け
た
。

そ
の
活
動
は
伝
染
病
患
者
の
早
期
発
見
、
市
町
村
の
行
う
消
毒
の
補
助
、
患
者
の
隔
離
送
院
に
関
す
る
協
力
な
ど
の
伝
染
病
予
防
活
動
で

あ
る
。

明
治
三
十
年
三
月
制
定
さ
れ
た
伝
染
病
予
防
法
で
、
衛
生
組
合
は
伝
染
病
予
防
の
協
力
組
織
と
し
て
法
制
化
さ
れ
た
。

同
三
十
年
九
月
の
「
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
」
（
県
令
第
六
五
号
）
や
同
年
同
月
「
伝
染
病
予
防
事
務
取
扱
心
得
」
で
、
衛
生
組
合

し
よ
う
さ
い

の
組
織
や
活
動
が
詳
細
に
規
定
化
さ
れ
、
組
合
の
設
立
が
活
発
と
な
っ
た
。

明
治
三
十
八
年
九
月
「
衛
生
組
合
規
則
」
が
定
め
ら
れ
、
市
町
村
内
に
衛
生
組
合
が
設
け
ら
れ
た
。

組
合
は
市
町
村
内
大
小
字
の
区
域
に
よ
り
、
お
お
む
ね
市
は
六
十
戸
以
内
、
町
村
は
三
十
戸
以
内
を
も
っ
て
一
組
と
し
、
市
町
村
長
が

こ
れ
を
定
め
、
組
合
区
域
内
の
居
住
者
は
す
べ
て
組
合
員
と
し
、
互
選
で
組
合
長
、
副
組
合
長
各
一
名
、
委
員
若
干
名
を
置
く
と
さ
れ

た
0

大
豊
町
葛
原
部
落
に
お
け
る
当
時
の
衛
生
組
合
規
約
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
約
は
二
十
九
条
か
ら
成
り
、
条
に
よ
っ
て
は
更

に
数
項
目
か
ら
十
数
項
目
に
分
け
て
、
詳
細
か
つ
具
体
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
抜
粋
に
と
ど
め
る
。

各
部
落
の
衛
生
組
合
規
約
も
こ
れ
に
準
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
条
本
組
合
書

第
二
条
組
合
員
念

と
う到

ヲ
期
シ
、
組
合
｛

第
三
条
本
組
合
急

行
ナ
ウ
モ
ノ
ト
ス
。

第
四
条
組
合
長
任
函 衛

生
組
合
規
約
書
（
葛
原
部
落
）

本
組
合
ハ
葛
原
衛
生
組
合
ト
称
ス
。

し
ゆ
う

組
合
員
〈
法
令
ノ
規
定
及
担
当
吏
員
ノ
指
示
二
従
上
、
清
潔
方
法
、
消
毒
方
法
其
ノ
他
伝
染
病
予
防
法
二
関
シ
一
致
協
力
シ
テ
、
其
ノ
周

シ
、
組
合
内
ノ
健
康
ヲ
保
持
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

本
組
合
〈
組
合
長
、
副
組
合
長
各
壱
名
、
委
員
五
名
ヲ
置
キ
本
規
約
諸
般
事
務
ヲ
監
督
セ
シ
ム
。
但
其
ノ
選
挙
ハ
組
合
員
ノ
戸
主
一
言
リ

組
合
長
任
期
ノ
コ
ト
。
（
省
略
）
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第
十
七
条
清
潔
方
法
（
大
掃
除
）
実
施
ニ
ッ
イ
テ
、
（
本
条
は
十
八
項
目
に
分
け
て
詳
細
に
定
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
井
戸
や
便
所
の
周

辺
等
不
潔
に
な
り
や
す
い
場
所
を
常
時
清
潔
に
保
つ
こ
と
、
ま
た
家
屋
の
大
掃
除
の
場
合
は
畳
や
床
板
を
上
げ
、
建
具
は
取
り
外
し
床
下
や
押
入

に
至
る
ま
で
充
分
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
）

せ
ん
じ
よ
う

第
十
八
条
各
自
摂
生
法
ヲ
守
り
健
康
ヲ
守
ル
コ
ト
。
（
本
条
も
九
項
目
を
挙
げ
て
、
寝
具
の
日
光
消
毒
・
飲
食
器
の
洗
潅
・
飲
用
水
は
一
年
一
回

以
上
水
質
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
等
を
細
か
く
定
め
て
い
る
。

ま
た
神
仏
を
信
仰
す
る
は
各
人
の
自
由
で
あ
る
が
こ
の
た
め
に
医
療
を
廃
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
）

第
十
九
条
伝
染
病
流
行
時
二
各
人
ノ
注
意
ス
ベ
キ
コ
ト
。
（
本
条
も
十
三
項
目
に
分
け
て
定
め
て
い
る
が
省
略
）

第
二
十
条
伝
染
病
患
家
二
於
テ
為
ス
ベ
キ
消
毒
方
法
〈
組
合
ニ
テ
補
助
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
二
十
一
条
伝
染
病
患
者
ノ
死
体
ヲ
埋
葬
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
組
合
ニ
テ
補
助
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
七
条
組
合
長

第
八
条
組
合
役

第
九
条
伝
染
病

第
十
条
（
省
略
）

第
十
一
条
組
合

第
十
二
条
清
潔

第
十
三
条
組
合

第
十
四
条
総
会

第
十
五
条
役
員

第
十
六
条
（
省
唾

第
五
条

第
六
条

ス
。

（
明
治
三
十
一
年
の
組
合
長
報
酬
は
年
額
七
円
十
銭
、
委
員
は
米
三
升
五
合
で
あ
っ
た
。
）

不
組
合
長
ハ
毎
月
一
回
以
上
、
委
員
〈
毎
十
日
一
二
回
以
上
其
ノ
受
持
区
域
内
ヲ
巡
視
シ
、
規
約
実
行
ヲ
監
督
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

禿
組
合
役
員
ノ
日
常
心
掛
ケ
ル
コ
ト
。
（
省
略
）

禿
伝
染
病
発
生
時
二
於
ケ
ル
役
員
ノ
申
告
義
務
ニ
ッ
イ
テ
。
（
省
略
）

副
組
合
長
、
委
員
ノ
任
務
ノ
コ
ト
。
（
省
略
）

ほ
う
し
ゆ
う

組
合
長
以
下
委
員
一
天
相
当
ノ
報
酬
ヲ
給
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但
其
ノ
額
〈
組
合
会
議
二
於
テ
之
ヲ
定
メ
村
長
ノ
承
認
ヲ
受
ケ
ル
モ
ノ
ト

し
や
だ
ん

組
合
長
、
委
員
〈
交
通
遮
断
又
〈
隔
離
セ
ラ
レ
タ
ル
者
二
対
シ
諸
般
ノ
便
宜
ヲ
与
エ
ル
モ
ノ
ト
ス
。

清
潔
方
法
施
行
二
関
ス
ル
周
知
徹
底
ニ
ッ
イ
テ
。
（
省
略
）

組
合
会
議
ノ
招
集
ニ
ッ
イ
テ
。
（
省
略
）

総
会
ノ
議
決
ヲ
要
ス
ル
事
項
。
（
省
略
）

役
員
会
ノ
決
議
ヲ
要
ス
ル
事
項
。
（
省
略
）

（
省
略
）
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保
健
所
は
疾
病
予
防
・
健
康
増
進
な
ど
の
一
般
住
民
の
健
康
指
導
及
び
環
境
衛
生
に
関
す
る
公
衆
衛
生
活
動
の
第
一
線
の
機
関
で
あ
る
。

高
知
県
に
は
十
か
所
の
保
健
所
が
設
置
さ
れ
て
い
て
大
豊
町
は
本
山
保
健
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

第
二
十
三
条
（
省
略
）

か
ん
受
』

第
二
十
四
条
組
合
内
二
於
テ
ハ
時
点
講
話
会
又
〈
衛
生
幻
燈
会
ヲ
開
催
シ
、
衛
生
思
想
ヲ
喚
起
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

前
項
ノ
場
合
二
於
テ
、
便
宜
他
組
合
ト
連
合
シ
相
当
ノ
弁
士
ヲ
招
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
二
十
五
条
（
以
下
第
二
十
九
条
ま
で
省
略
）

右
規
約
条
項
ヲ
遵
守
ス
ル
コ
ト
ヲ
表
明
シ
、
組
合
員
左
二
署
名
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
日

長
岡
郡
東
本
山
村
葛
原

衛
生
組
合
長
・
高
橋
重
次
④

組
合
員
署
名
捺
印
省
略

葛
原
歴
代
衛
生
組
合
長
名

明
治
三
十
一
年
宮
内
作
吾
明
治
三
十
六
年
久
保
貞
五
郎

″
三
十
二
年
宮
内
作
吾
〃
三
十
七
年
宮
内
棟
吉

″
三
十
三
年
久
保
英
気
〃
三
十
八
年
宮
内
徳
内

″
三
十
四
年
高
橋
清
蔵
〃
三
十
九
年
高
橋
重
次

″
三
十
五
年
高
橋
重
次
〃
四
十
年
高
橋
重
次

第
二
十
二
条

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条白

保
健
所
と
保
健
婦

（
省
略
）
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保
健
婦
は
地
域
の
保
健
所
に
属
し
、
ほ
と
ん
ど
が
地
域
内
の
市
町
村
に
駐
在
し

て
活
動
し
て
い
る
。
保
健
婦
は
所
定
の
専
門
教
育
を
受
け
国
家
試
験
に
合
格
し
た
者
に
免
許
が
与
え
ら
れ
、
昭
和
五
十
年
現
在
県
下
の
保

健
婦
の
数
は
二
百
八
人
で
、
そ
の
約
九
○
％
の
百
八
十
人
が
市
町
村
の
地
域
で
住
民
の
健
康
福
祉
の
た
め
に
働
い
て
い
る
。
業
務
内
容
は

健
康
な
人
は
更
に
健
康
が
増
進
さ
れ
て
病
気
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
病
気
の
早
期
発
見
《
早
期
治
療
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
正

し
い
医
療
の
受
け
方
、
療
養
の
仕
方
な
ど
を
援
助
し
て
い
る
。

い
医
療
の
受
け
方
、
療
養
の
仕
方
な
ど
を
援
助
し
て
い
る
。

ま
た
最
近
多
く
な
っ
た
精
神
障
害
者
に
対
す
る
支
援
や
脳
卒
中
の
予
防
、
後
遺
症
に
よ
る
寝
た
き
り
患
者
に
対
し
て
も
看
護
の
方
法
．

乳児の検診

昭
和
十
七
年
保
健
婦
駐
在
制
度
が
全
国
の
都
道
府
県
で
実
施
さ
れ
高
知
県
の
定

員
は
二
十
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
終
戦
と
い
う
混
乱
し
た
時
期
に
国
か
ら
の
補
助

金
が
打
ち
切
ら
れ
廃
止
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
高
知
県
は
こ
の
定
員
を

そ
の
ま
ま
継
続
し
た
。
昭
和
二
十
三
年
に
至
っ
て
市
町
村
駐
在
制
が
確
立
さ
れ
て

今
日
に
至
っ
て
い
る
。

保
健
婦
は
地
域
の
保
健
所
に
属
し
、
ほ
と
ん
ど
が
地
域
内
の
市
町
村
に
駐
在
し

業
務
は
①
結
核
・
母
子
・
成
人
・
精
神
衛
生
な
ど
の
健
康
相
談
や
家
庭
訪
問

⑨
ご
糸
処
理
な
ど
の
清
掃
施
設
・
料
理
飲
食
店
・
旅
館
・
と
畜
場
な
ど
の
指
導
監

視
③
公
害
防
止
の
指
導
側
医
療
機
関
・
薬
事
な
ど
の
指
導
監
視
⑤
献
血
の

指
導
⑥
防
疫
・
試
験
検
査
・
衛
生
統
計
・
衛
生
教
育
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

本
山
保
健
所
は
昭
和
二
十
七
年
七
月
に
開
設
さ
れ
初
代
の
所
長
は
大
山
純
夫
で

あ
っ
た
。
現
在
は
所
長
岡
林
花
子
以
下
二
十
八
人
の
陣
容
で
所
管
の
業
務
を
推
進

し
て
い
る
。
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リ
〈
ビ
リ
の
方
法
な
ど
具
体
的
な
援
助
を
し
て
い
る
。

こ
の
県
保
健
婦
の
各
市
町
村
へ
の
駐
在
制
は
高
知
県
の
特
色
で
あ
り
現
在
百
二
十
八
か
所
の
保
健
婦
相
談
所
を
拠
点
と
し
て
、
県
内
の

す
み
ず
み
ま
で
へ
ル
ス
ニ
ー
ド
に
対
応
し
て
好
評
を
得
て
い
る
。

大
豊
町
内
の
駐
在
保
健
婦
の
担
当
区
域
の
変
遷
を
次
に
掲
げ
る
。

保
健
婦
担
当
地
区
の
変
遷

昭
和
二
十
三
年
十
二
月

ｏ
県
保
健
婦
制
度
を
創
設

。
中
央
保
健
所
の
管
轄
と
な
っ
た
。

天坪支所の保健婦

・
東
豊
永
村
、
西
豊
永
村
で
一
人
駐
在

・
大
杉
村
、
天
坪
村
で
一
人
駐
在

昭
和
二
十
五
年
四
月

・
東
豊
永
村
、
西
豊
永
村
、
大
杉
村
、
天
坪
村
に
そ
れ
ぞ

れ
一
人
駐
在

昭
和
二
十
七
年
七
月

・
本
山
保
健
所
開
設

昭
和
三
十
年
三
月
三
十
一
日

・
東
豊
永
村
、
西
豊
永
村
、
大
杉
村
、
天
坪
村
四
か
村
合

併
、
大
豊
村
と
な
っ
た
。

昭
和
三
十
一
年
九
月
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昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日

・
立
川
地
区
（
へ
き
地
）

・
立
川
部
落
及
び
川
口
、

・
永
洲
、
柳
野
、
大
砂
一

昭
和
四
十
四
年
十
二
月

（
前
大
杉
駐
在
担
当
）

昭
和
三
十
八
年
四
月

。
再
び
小
川
、
大
王
Ｌ

昭
和
三
十
九
年
四
月

凸:■

・
立
川
保
健
衛
生
相
談
所
開
設
（
保
健
婦
駐
在
）

i・熟》溌鍵

（
へ
き
地
）
に
保
健
婦
増
員
駐
在
（
立
川
出
張
所
に
駐
在
）

婆
び
川
口
、
谷
部
落
を
担
当
（
前
大
杉
担
当
）

ぺ
大
砂
子
、
大
久
保
、
岩
原
、
三
谷
筏
木
部
落
が
大
杉
駐
在
の
担
当
と
な
っ
た
。

大
王
上
部
落
が
大
杉
駐
在
担
当
と
な
っ
た
。

（
前
天
坪
駐
在
担
当
）

の
。
天
坪
村
地
区
南
部
五
部
落
が
分
村
し
て
土
佐
山
田
町
に

長公
言

編
入
し
た

副鑑
昭
和
三
十
四
年
六
月
。

霊
却
・
枯
谷
、
小
川
、
大
王
上
部
落
が
天
坪
駐
在
担
当
と
な
っ

本
出

日
火
た
。
（
前
大
杉
駐
在
担
当
）

れ
連

や
瓢
昭
和
三
十
六
年
六
月

母
吠
・
穴
内
一
区
、
二
区
、
二
一
区
、
磯
谷
、
尾
生
、
式
岩
部
落

榊
塞
が
天
坪
駐
在
担
当
（
前
大
杉
駐
在
担
当
）

健
村

保
上
・
目
付
、
和
田
部
落
が
西
豊
永
駐
在
担
当
と
な
っ
た
。

（
前
西
豊
永
担
当
）
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大
杉
駐
在
保
健
婦
担
当
地
区

杉
、
小
川
、
津
家
、
高
須
、

天
坪
駐
在
保
健
婦
担
当
地
区

戸
手
野
、
本
村
、
峰
、
馬
瀬
、
久
寿
軒
、
北
川
二
区
へ
北
川
一
区
、
枯
谷
、
式
岩
、
穴
内
一
の
１
、
穴
内
一
の
２
、
穴
内
三
穴
内

東
豊
永
駐
在
保
健
婦
担
当
地
区

大
平
、
大
滝
、
落
合
、
川
井
、
高
原
、
中
内
、
野
点
屋
、
土
居
、
久
生
野
、
大
畑
井
、
沖
、
蔭
、
柚
木
、
三
津
子
野
、
怒
田
、
南
大

王
、
川
又
、
八
畝
、
立
野
、
西
川
、
粟
生
、
発
電
所

内
、
安
野
点
、
東
梶
内
、

立
川
駐
在
保
健
婦
担
当
地
区

谷
、
川
口
、
一
の
瀬
？
立

西
豊
永
駐
在
保
健
婦
担
当
地
区

西
土
居
、
佐
賀
山
、
上
東
、
中
屋
、

内
、
安
野
点
、
東
梶
内
、
西
久
保
、

原杉
、、

筏小
木 川

戸
手
野
、
本
村
、

三
、
磯
谷
、
尾
生

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
医
師
は
大
豊
町
各
地
に
在
住
し
て
い
た
が
、
現
在
の
よ
う
な
健
康
保
険
の
制
度
は
な
く
、
交
通
の
便
は
悪

四
医
業
史

立
川
三
谷
、

日
浦
、
大
王
上
、
大
王
下
、
葛
原
、
川
口
南
、
桧
生
、
永
洲
、
柳
野
、
大
砂
子
、
大
久
保
、
三
谷
、
岩

黒
石
、
東
庵
谷
、
西
庵
谷
、
舟
戸
、
大
田
口
、

川
戸
、
連
火
、
下
桃
原
、
上
桃
原
、
東
土
居
、

中
央
、
刈
屋
、
中
和
、
仁
尾
ヶ
内

八石
川堂
、、

西
梶
ヶ
内
、
奥
大
田
、
西
寺
内
、
東
寺

和
田
、
目
付
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医
師
の
仕
事
は
、
来
院
患
者
の
診
察
と
投
薬
、
往
診
で
、
入
院
患
者
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
か
、
手
習
い
の
師
匠
と
し
て
も
郷
土
の
教

育
に
功
績
の
あ
っ
た
人
が
多
か
っ
た
。

明
治
後
期
に
な
る
と
、
近
代
医
療
に
対
す
る
住
民
の
期
待
も
大
き
く
な
り
、
東
豊
永
村
柚
木
で
は
有
志
二
十
五
人
が
出
資
し
て
病
院
を

保
健
、
疾
病
予
防
の
知
識
も
十
分
で
な
か
っ
た
の
で
、
一
度
伝
染
病
で
も
発
生
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
ま
ん
延
し
て
手
の
施
し
よ
う
も
な

い
状
態
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
医
師
や
、
村
当
局
、
警
察
も
協
力
し
て
防
疫
に
当
た
っ
た
が
た
い
て
い
の
場
合
ま
ん
延
は
防
げ
な
か
っ

た
。
ま
た
明
治
初
年
の
地
方
在
住
医
師
は
ほ
と
ん
ど
漢
法
医
で
あ
っ
た
た
め
、
入
院
設
備
な
ど
十
分
で
な
く
、
患
者
の
多
く
は
自
宅
療
養

で
あ
っ
た
。

も
あ
る
。

志和久寿満碩徳碑

く
、
そ
の
上
現
金
収
入
の
方
途
も
極
め
て
限
ら
れ

て
い
た
の
で
簡
単
な
疾
病
で
医
師
の
診
察
を
受
け

る
者
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
長
患
い
の
病
人
で

も
出
る
と
、
全
財
産
を
失
い
、
そ
の
上
、
借
金
ま

で
抱
え
込
む
家
は
珍
し
く
な
く
、
風
邪
や
少
々
の

腹
痛
な
ど
は
年
に
一
度
回
っ
て
来
る
富
山
の
置
き

付
け
の
薬
な
ど
で
し
の
ぐ
こ
と
が
多
か
っ
た
。

健
康
保
険
制
度
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
は
、
医
師

へ
の
治
療
費
や
薬
代
の
支
払
い
ば
盆
、
暮
の
二
回

払
い
が
慣
例
で
、
医
師
の
家
で
使
用
す
る
木
炭
を

年
末
に
運
び
込
ん
で
薬
代
の
支
払
い
に
充
て
た
話
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開
設
し
、
蔭

う
と
し
た
０

西
豊
永
村
に
お
い
て
も
、
昭
和
初
年
に
伝
染
病
に
つ
い
て
は
入
院
費
、
治
療
費
全
部
を
村
負
担
と
し
て
診
療
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
医
師
、
行
政
当
局
、
地
域
住
民
の
協
力
に
よ
っ
て
、
人
為
の
健
康
を
守
る
努
力
は
続
け
ら
れ
た
。

医
家
の
中
に
は
数
代
に
わ
た
っ
て
町
内
の
医
療
に
従
事
し
た
家
系
も
多
く
、
献
身
的
な
医
師
の
中
に
は
土
地
の
子
弟
中
か
ら
優
秀
な
人

材
を
見
い
だ
し
．
養
子
と
し
て
医
学
の
修
業
を
さ
せ
地
域
の
医
療
に
献
身
し
た
人
の
碑
も
残
っ
て
い
る
。

当
た
ら
な
い
。

ま
た
貧
し
い
人
為
に
対
し
て
は
無
料
診
療
を
実
施
す
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
長
続
き
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
の
記
録
が
見

吉
田
秀
光

豊
永
定
衛

医
師
氏
名

岡
村

小
笠
原

高
橋

志
和

こ
○
し
つ

院
長
に
小
笠
原
国
斉
、
診
察
医
に
高
橋
干
城
を
招
い
て
滴
疾
難
患
、
外
科
治
療
に
当
た
ら
せ
伝
染
病
の
ま
ん
延
に
も
対
応
し
ょ

医
籍
録
（
大
豊
町
）

守干園馬

重城斉助

出
身
地

登
録
番
号

又
は
開
業
地

怒
田

下
ノ
土
居

筏
木

西
峰

二
五
九
三
七

○四
一
○

日
吉
田
秀
政
の
第
三
子
ロ
号
、
雲
涛
、
通
称
、
吉
弥
白
下
ノ
土
居
に
於
て
医

業
画
怒
田
村
で
開
業
（
漢
法
、
洋
法
）
㈲
明
治
四
五
・
五
・
二
六
病
死
七
五
歳

日
安
政
六
・
九
・
九
生
ロ
明
治
一
二
年
試
験
合
格
白
怒
田
、
三
シ
子
野
に
お

い
て
開
業
画
高
原
に
移
転
⑥
川
井
字
栃
ノ
本
に
再
移
転
開
業

日
嘉
永
五
・
一
・
一
五
生
ロ
西
峰
で
開
業

日
明
治
二
九
年
三
月
柚
木
に
お
い
て
開
業
、
院
長
ロ
洋
法
・
内
・
外
科

㈲
小
笠
原
国
斉
院
長
の
も
と
で
の
勤
務
医

㈲
明
治
一
九
・
二
・
六
生
。
明
治
四
三
年
熊
本
医
専
卒
業
白
筏
木
に
於
て

開
業

記

事
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秋
山
信
吉

秋
山
公
生

大
坪
盛
政

高
橋
康
彦

上
村
徳
家

島
崎
祐
秀

吉
田
政
静

秋
山
朝
信

門 志 医
師
氏
名

和
文
平

田
鹿
次
郎

士
佐
郡

東
士
居

本
山
町

三
シ
子
野

大筏下
士
居

西
豊
永

畑
は
職
業
帆
一
登
録
番
号

平木

一
七
四
二
○
八

八
○
八
二
九

九
三
五
七
九

七
五
八
四
二

三
六
六
六
八

二
四
五
七
○

日
志
和
守
重
の
養
子

㈲
明
治
二
○
年
三
月
二
日
の
新
聞
記
事
・
児
童
に
無
謝
儀
で
種
痘
を
実
施
ロ
大
平

村
で
医
業
に
従
事

日
吉
田
秀
光
の
養
子
○
明
治
二
三
・
四
・
二
五
医
師
試
験
合
格

㈹
明
治
一
三
・
一
○
・
一
二
生
。
明
治
四
一
年
日
本
医
学
校
卒
業
白
愛
媛
県

上
分
町
で
開
業
鋤
大
阪
市
西
淀
川
区
に
移
転
開
業
㈲
昭
和
九
年
下
土
居
に
移
転

開
業
秋
山
医
院

㈲
明
治
二
三
・
一
・
三
○
生
。
大
正
四
年
熊
本
医
専
卒
業
日
高
知
市
武
田
病

院
勤
務
画
大
正
五
年
朝
鮮
平
安
南
道
に
お
い
て
開
業
⑤
大
正
七
年
釜
山
検
疫
所

勤
務
㈹
大
正
二
年
京
南
普
州
慈
恵
病
院
勤
務
⑥
熊
本
市
谷
病
院
勤
務
㈹

大
正
一
三
年
高
知
病
院
勤
務
㈹
昭
和
元
年
朝
鮮
京
幾
道
立
水
原
病
院
勤
務
㈹
昭

和
一
四
年
八
月
、
落
合
に
お
い
て
島
崎
医
院
を
開
業

㈲
明
治
四
五
・
四
・
二
一
生
ロ
昭
和
一
○
年
日
本
大
学
医
学
部
卒
業
日
神
奈

川
県
溝
口
病
院
勤
務
四
昭
和
一
三
年
五
月
、
落
合
に
お
い
て
上
村
医
院
開
業
⑥

昭
和
一
三
年
九
月
日
華
事
変
応
召
、
負
傷
、
軍
医
中
尉

Ｂ
昭
和
七
・
五
・
二
生
目
昭
和
三
四
年
三
月
、
昭
和
医
科
大
学
卒
業
白
昭

和
三
五
年
医
師
試
験
合
格
四
昭
和
三
五
年
四
月
、
高
知
市
島
本
病
院
勤
務
㈲
昭

和
三
六
年
三
月
井
ノ
川
診
療
所
勤
務
㈲
昭
和
三
七
年
五
月
六
日
、
落
合
診
療
所
勤
務

㈲
昭
和
三
八
・
一
○
・
一
落
合
に
お
い
て
高
橋
医
院
を
開
業

日
昭
和
三
・
七
・
二
生
。
昭
和
一
五
年
阪
高
医
専
卒
、
兵
庫
病
院
勤
務
白
昭

和
一
六
年
兵
庫
県
、
京
都
府
に
お
い
て
開
業
四
昭
和
二
六
年
八
月
移
転
東
土
居
に
お

い
て
大
坪
医
院
開
業
㈲
豊
永
中
学
校
々
医

Ｓ
秋
山
朝
信
医
師
の
養
子
ロ
東
土
居
に
お
い
て
秋
山
歯
科
医
院
開
業
白
村
内

各
学
校
灸
医

Ｂ
昭
和
三
○
・
四
・
三
○
生
。
昭
和
五
五
・
三
・
三
一
愛
知
学
院
大
学
歯
学
部
卒

記

事
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川笹 岡佐佐秋
山
真
澄

長
谷
川
伝
吉

桑
名
定
篤

桑
名
定
澄

長
野
楠
太
郎

小
牧
謙
之
助

長
谷
川
道
一

岡
千
鶴
子

村
満
海

崎竹竹

律義

啓子弘

落
合

岩
原

寺
内

大
久
保

大
久
保

永
割

石
堂

田
井
村

一
六
二
九
七
三

一
二
○
一
二
五

一
五
七
三
○
○

一
二
八
七
○

一
八
七
四
四

業
白
昭
和
五
五
・
六
・
三
○
医
師
免
許
取
得
四
昭
和
五
五
年
七
月
高
知
市
勤
務
㈲

秋
山
信
吉
長
男

日
下
ノ
土
居
に
お
い
て
佐
竹
医
院
開
業

Ｂ
佐
竹
義
弘
医
師
の
妻
○
佐
竹
医
院
勤
務

㈲
明
治
三
七
・
八
・
二
五
生
。
昭
和
一
二
年
医
師
試
験
合
格
白
元
山
府
山
川

病
院
副
院
長
四
昭
和
一
六
年
五
月
元
山
に
お
い
て
開
業
㈲
岩
原
に
引
揚
げ
、
岡

崎
医
院
を
開
業
㈹
大
砂
子
・
岩
原
両
校
校
医
㈲
町
議
会
議
員

㈲
蔭
部
落
出
身
の
笹
岡
伸
為
の
長
女
。
笹
岡
医
院
に
お
い
て
勤
務

日
大
正
一
五
・
二
・
七
生
ロ
昭
和
三
一
年
日
大
卒
業
白
昭
和
三
二
年
香
北

病
院
勤
務
四
昭
和
三
四
年
落
合
診
療
所
勤
務
㈲
昭
和
四
○
年
四
月
本
川
診
療
所

開
業

日
昭
三
．
八
・
二
三
生
。
昭
和
二
八
年
阪
医
大
卒
業
白
昭
和
三
○
・
九
・
一

三
高
知
日
赤
勤
務
四
昭
和
三
六
年
落
合
診
療
所
勤
務
㈲
高
知
市
に
移
転
開
業

㈲
父
、
長
谷
川
道
寿
に
つ
き
漢
法
医
学
修
業
（
安
政
六
年
Ｉ
元
治
元
年
、
六
か
年
）

ロ
江
ノ
ロ
村
森
沢
道
順
に
つ
ぎ
漢
法
医
学
修
業
（
慶
応
元
年
Ｉ
同
三
年
、
二
か
年
余
）

白
朝
倉
村
入
交
道
碩
に
つ
き
漢
法
医
学
修
業
（
慶
応
三
年
ｌ
明
治
二
年
、
三
か
年
余
）

四
明
治
三
年
四
月
医
師
免
状
を
受
く
㈲
明
治
三
年
八
月
種
痘
御
用
と
な
る
㈹

明
治
三
年
三
月
寺
内
に
お
い
て
開
業
廃
業
年
月
不
明

㈲
天
保
一
○
年
生
目
明
治
元
年
二
九
歳
で
医
師
と
な
る
白
大
久
保
に
お
い
て
開

業
画
大
正
元
年
七
四
歳
死
亡

㈲
慶
応
二
年
生
目
医
師
桑
名
定
篤
の
養
子
（
甥
）
白
慶
応
義
塾
卒
業
画
高
知

県
か
ら
検
疫
官
を
命
ぜ
ら
る
㈲
明
治
三
九
年
四
一
歳
で
死
亡

日
明
治
一
○
・
六
・
五
生
○
三
高
医
学
部
卒
業
白
明
治
三
三
年
医
師
試
験
合

格
画
大
田
口
に
お
い
て
長
野
医
院
開
業

Ｂ
明
治
三
六
年
こ
ろ
医
業
に
従
事

日
明
治
八
・
三
・
一
九
生
。
東
京
済
生
学
舎
修
業
白
明
治
三
七
年
医
師
試
験

合
格
画
高
知
市
片
山
病
院
勤
務
（
三
年
）
田
高
知
病
院
実
地
研
究
三
年
㈹
明

治
三
八
年
窪
川
町
に
お
い
て
開
業
㈹
大
正
元
年
寺
内
に
お
い
て
移
転
開
業
父
祖
八
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山
下
佐
吉

令

坂
本
重
長

長
野
子

上
村
茂
明

高
井
適

門
田
宗
吾

上北 北
村
美
義

大
坪
弥
盛

医
師
氏
名

村
林
清

村
盛
章

高
須

川 福
島
県

西
豊
永

永
洲

西
土
居

永
測

川 出
身
地

又
は
開
業
地口 戸

登
録
番
号

九
八
七
一
九

六
三
二
四
一

七
六
七
二
○

八
六
八
四
四

四
六
三
三
七

三
四
五
三
一

七
五

五
七
三
七

代
の
あ
と
を
継
ぐ
㈹
医
師
会
評
議
員
、
村
議
会
議
員
、
学
校
校
医

㈲
明
治
一
六
・
五
・
二
生
ロ
日
本
医
学
校
卒
業
白
大
正
三
年
医
師
試
験
合
格

囚
東
京
日
本
橋
区
小
谷
野
氏
に
つ
き
泌
尿
生
殖
器
科
研
究
㈲
明
治
四
一
年
東
亜
医

学
会
試
験
修
了
後
高
知
市
下
方
病
院
・
長
尾
病
院
・
佐
々
野
病
院
・
高
知
病
院
に
て
実
地

研
究
㈱
蓮
池
幡
外
科
病
院
を
設
立
㈹
大
正
三
年
川
戸
に
お
い
て
大
坪
医
院
を
開

業㈲
明
治
二
五
・
二
・
六
生
口
大
正
九
年
大
阪
大
学
卒
業
白
大
正
一
○
年
徳
島

県
に
お
い
て
開
業
四
大
正
一
二
年
永
測
に
お
い
て
北
村
医
院
を
開
業

㈲
嘉
永
年
間
の
生
。
永
測
に
お
い
て
医
業
に
従
事
白
明
治
二
七
年
死
亡

㈲
明
治
四
二
・
八
・
一
二
生
ロ
昭
和
一
○
年
日
本
医
大
卒
業
白
西
豊
永
村
下

ノ
土
居
に
お
い
て
上
村
医
院
開
業
四
昭
和
一
三
年
一
月
日
華
事
変
応
召
軍
医
少
尉

Ｂ
文
政
七
年
生
。
明
治
一
四
年
旧
一
○
月
七
日
死
亡
五
七
歳
白
西
豊
永
村
東

梶
ヶ
内
に
在
住
か
四
墓
碑
に
医
師
と
あ
る
。

㈲
明
治
四
一
・
八
・
七
生
ロ
昭
和
一
三
年
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
卒
業
国
昭

和
一
六
年
応
召
軍
医
四
昭
和
二
○
年
開
業
㈲
昭
和
二
七
年
舟
戸
に
お
い
て
大
田

ロ
診
療
所
開
業
尚
大
田
口
小
学
校
校
医

㈲
大
田
口
に
お
い
て
医
業
に
従
事
ロ
明
治
三
六
・
三
・
一
○
生
白
昭
和
五
年

慈
大
卒
業
四
昭
和
一
二
年
神
田
橋
病
院
勤
務

Ｂ
大
正
二
・
二
・
六
生
目
昭
和
一
六
年
平
壌
医
専
卒
業
日
大
阪
市
瀬
田
外

科
病
院
勤
務
画
応
召
二
回
軍
医
㈲
昭
和
二
一
年
一
○
月
西
土
居
に
お
い
て
上
村

診
療
所
開
業
㈹
西
豊
永
小
学
校
々
医
㈲
町
議
会
議
員

㈲
安
政
二
・
三
・
二
生
。
明
治
一
七
年
医
師
試
験
合
格
日
大
杉
村
川
口
に
お

い
て
開
業
・
山
下
奉
文
の
父

伶
文
久
元
・
六
・
二
四
生
ロ
明
治
一
七
年
医
師
試
験
合
格
日
長
岡
郡
医
師
会

理
事

記

事
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上
村
敏
明

秋
山
実

安
松
良
鎮

永
野
秀
吾

北豊田長 秋
山
健
二

立
田
正
行

北
野
英
一

朝
倉
義
路

朝
倉
端

朝
倉
斉

野永村瀬

博文球

一吉朔造

杉

東
本
山
村

東
本
山
村

石
川
県

高
須

繁
藤

大
杉
村

馬
瀬

天
坪
村

石 日

浦

杉 杉 杉川

県

二

八

七

一
四
○
○
二

一
○
一
八
三
四

七
六
六
五
八

四
九
七
三
四

一
二
二
三
五

三
八
六
○
○

㈲
明
治
六
・
九
・
一
四
生
ロ
明
治
三
七
年
医
師
試
験
合
格
日
長
岡
郡
医
師
会

副
会
長
・
大
杉
村
村
長
及
び
村
会
議
員
・
長
岡
郡
郡
会
議
員

日
明
治
三
・
五
・
一
八
生
。
東
京
済
生
学
舎
卒
業
白
大
正
五
年
医
師
試
験
合
格

画
土
佐
山
田
町
生
方
病
院
勤
務
㈲
大
阪
市
大
石
病
院
勤
務
㈲
大
正
五
年
五
月

日
浦
に
お
い
て
永
野
医
院
開
業
㈲
大
杉
村
村
医
、
学
校
校
医

㈲
明
治
四
○
・
一
二
・
二
生
口
昭
和
一
○
年
大
阪
高
医
専
卒
業
白
高
須
に
お

い
て
上
村
医
院
開
業

㈲
明
治
三
一
・
一
・
三
一
生
ロ
大
正
二
年
岡
山
医
専
卒
業
同
大
正
二
年

八
・
一
九
医
師
試
験
合
格
四
楠
病
院
・
高
知
病
院
勤
務
⑤
本
山
町
立
日
光
病
院

長
㈲
昭
和
二
三
年
杉
に
お
い
て
秋
山
医
院
開
業
㈲
川
口
・
立
川
両
校
校
医

目
大
正
一
五
・
七
・
九
生
ロ
昭
和
二
五
年
岡
山
医
大
卒
業
白
高
知
市
立
病
院

内
科
勤
務
御
昭
和
三
○
年
一
月
秋
山
医
院
（
父
経
営
）
で
勤
務

・
明
治
三
四
年
・
大
阪
大
医
学
部
卒
・
杉
三
○
番
地
昭
和
二
一
年
三
月
・
死
亡

昭
和
二
三
年
四
月
二
九
日

目
昭
和
二
三
年
杉
に
お
い
て
、
長
瀬
病
院
開
業
。
大
杉
・
穴
内
両
校
々
医

日
飯
田
文
書
中
に
医
師
と
あ
り
。

日
明
治
三
八
・
三
・
三
○
の
新
聞
に
よ
る
と
医
師
免
状
交
付
の
記
事
あ
り

Ｂ
昭
和
二
・
二
・
二
七
生
ロ
昭
和
四
九
年
大
阪
医
大
卒
業
白
岡
山
大
病

院
内
科
・
別
子
病
院
・
本
山
町
立
嶺
北
中
央
病
院
勤
務
四
昭
和
五
四
年
一
二
月
大
杉

中
央
病
院
開
業

㈲
昭
和
一
四
・
五
・
二
生
。
昭
和
四
六
年
金
沢
大
卒
業
白
昭
和
五
○
年
金
沢

大
学
院
修
了
助
手
四
昭
和
五
二
年
医
学
博
士
㈲
大
杉
中
央
病
院
勤
務

㈲
明
治
八
・
五
・
二
二
生
○
明
治
三
三
年
三
高
医
学
部
卒
業
白
明
治
三
九
年

繁
藤
に
お
い
て
開
業
四
郡
医
師
会
理
事

Ｂ
久
寿
軒
・
天
坪
両
校
校
医
ロ
明
治
四
四
・
二
・
二
九
生
国
昭
和
一
六
年

岩
手
医
専
卒
業
四
戸
手
野
で
開
業
㈲
昭
和
三
三
年
九
月
移
転
朝
倉
医
院
開
業

日
明
治
三
七
・
一
○
・
一
五
生
ロ
新
潟
医
科
大
学
卒
白
昭
和
一
五
年
四
月

四
天
坪
村
繁
藤
開
業
御
昭
和
三
○
・
六
・
三
○
没
倫
朝
倉
義
路
二
男
㈹
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藤

天
沼
史

朝
倉
智

医
師
氏
名
一
期
は
離
業
紬
一
登
録
番
［

川

幸
長

京
都
府

繁
藤

戸
手
野

一
三
四
一
四
二

一
二
四
三
七
六

九
八
四
九

天
坪
小
学
校
校
医

㈲
大
正
三
・
三
・
九
生
。
日
本
医
科
大
学
卒
白
昭
和
二
一
・
七
・
一
開
業

四
天
坪
村
繁
藤
及
び
馬
瀬
診
療
所
㈲
昭
和
二
四
年
四
月
高
知
市
開
業
㈲
朝
倉

義
路
三
男

㈲
明
治
三
八
・
二
・
一
生
。
昭
和
二
四
年
医
師
試
験
合
格
白
昭
和
二
四
年
八

月
須
崎
市
で
開
業
画
昭
和
二
六
年
六
月
東
京
都
に
移
転
㈲
昭
和
三
一
年
八
月
須

崎
に
お
い
て
藤
川
病
院
開
業
㈲
昭
和
三
四
年
六
月
移
転
天
坪
診
療
所
を
開
業

Ｂ
大
正
一
三
・
三
・
二
一
生
ロ
昭
和
二
四
年
京
大
卒
業
自
大
田
口
診
療
所
勤
務
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